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ＪＲ東海労新幹線地本 

 減率適用ありきの指摘だ！ 
 記憶にない事象が次々と出てきた！           

平成２６年の成田隆浩・ＪＲ東海労新幹線地本委員長に対する不当なボーナス

カットの理由になった、１１名の管理者による報告内容第１０弾！ 
これまで紹介した管理者が報告したという事象は、本人が記憶にないものが多

くあります。検査はしっかりやっているにもかかわらず、手順や喚呼の細かい違

いをあげつらい「非違行為」の数を増やすことで減率適用をむりやり行っている

としか思えません。 

 

年末手当事象№１６…山﨑哲男助役の報告（陳述書より抜粋） 

平成２６年７月１３日、Ｎ７００系（Ｘ７０編成）の仕業検査を担当していた成田社

員は、仕業検査チェックシートの「ＡＴＣ情報確認画面」「パイロット、ＣＨＲ０の『Ｏ

Ｎ』を確認したか」欄のチェック欄の記入を行わなかったため、同月１４日８時２０分

頃、検修当直において、私は成田社員に対して注意指導を行いました。 

 

年末手当事象№１７…渡辺幸一助役の報告（陳述書より抜粋） 

平成２６年８月９日２０時５０分頃、庫６番線において、Ｎ７００Ａ（Ｇ１５編成）

の仕業検査を担当していた成田社員は、ブレーキテストの際に、モニタでＢＣ圧の確認

を行うべきところ、これを行わなかったため、私は成田社員に対して注意指導を行いま

した。 

 

年末手当事象№１８…中村滋助役の報告（陳述書より抜粋） 

 平成２６年８月９日、７００系（Ｃ５３編成）の仕業検査を担当していた成田社員は、

仕業検査チェックシートの「確認者」欄の記入を行わなかったため、同月１１日１５時

４５分頃、検修当直において、私は成田社員に対して注意指導を行いました。 

 

  次回は １０月１９日 １３時２０分より （東京地裁５２７号法廷） 
原     告・・・成田隆浩・地本委員長      

被告側証人・・・渡辺助役 

 

 

 


